
 

京都市告示第   号 

 介護保険法第７０条第１項及び第１１５条の２第１項の規定により，同法第４１条第１

項に規定する指定居宅サービス事業者及び第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ

ス事業者を次のとおり指定しました。 

  平成２４年６月２２日 

京都市長 門川 大作   

１ 申請者 

 株式会社 シティー・エステート（代表取締役 山本 晃嘉） 

２ 申請者の主たる事務所の所在地 

  大阪府大阪市西区西本町１丁目５番９号 

３ 事業所の名称 

 スーパーコート京・桂訪問介護事業所 

４ 事業所の所在地 

  京都府京都市西京区桂朝日町１４８番地ミティ桂朝日町１０１号室 

５ 指定する事業の種類 

 訪問介護，介護予防訪問介護 

６ 指定年月日 

  平成２４年６月１日 

７ 介護保険事業所番号 

  ２６７４０００７３８ 

（保健福祉局長寿社会部介護保険課） 
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